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平
成
19
年
度
奨
学
金
の
新
規
受

付
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
経
済
的
事
情
で
、
就
学
が
困
難

な
生
徒
と
学
生
の
学
資
、
育
英
上

必
要
な
資
金
の
貸
し
付
け
を
行
い

ま
す
。

▽
対
象
　
高
等
学
校
、
盲
学
校
、

　
聾
学
校
、
養
護
学
校
高
等
部
、

　
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修

　
学
校
へ
の
就
学
者

▽
受
付
期
限
　
６
月
29
日
（
金
）

▽
提
出
書
類

　
①
奨
学
生
願
書

　
②
奨
学
生
推
薦
調
書

　
③
世
帯
全
員
の
住
民
票

　
④
在
学
証
明
書

　
⑤
親
権
者
、
ま
た
は
後
見
人
の

　
　
所
得
課
税
証
明
書

※
①
、
②
は
教
育
委
員
会
、
各
公

　
民
館
備
え
付
け
の
様
式
で
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。

■
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

　
市
教
育
委
員
会
総
務
学
務
課

　
　
０
８
６
９
―
３
４
―
５
６
４
０

　
労
働
保
険
料
は
、
毎
保
険
年
度

（
毎
年
４
月
１
日
〜
翌
年
３
月
31
日
）

の
当
初
に
概
算
（
見
込
み
額
）
で

申
告
納
付
し
、
翌
年
度
の
当
初
に

確
定
額
を
申
告
の
上
、
精
算
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
事
業
主
の
皆
さ
ん
は
、
新
し
い

年
度
の
概
算
保
険
料
と
前
年
度
の

確
定
保
険
料
を
併
せ
て
申
告
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
年
度
更
新
手
続
き
の
た

め
の
説
明
会
・
相
談
受
付
会
を
県

下
各
地
で
開
催
し
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
石
綿

　（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
健
康
被
害
救
済

　
の
た
め
の
「
一
般
拠
出
金
」
の

　
申
告
・
納
付
が
始
ま
り
ま
す
。

▽
申
告
・
納
付
期
間

　
４
月
１
日
（
日
）
〜
５
月
21
日

　（
月
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　
岡
山
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　
　
０
８
６
―
２
２
５
―
２
０
１
２

　
納
税
者
の
皆
さ
ん
が
土
地
・
家

屋
の
評
価
額
を
比
較
し
、
自
ら
の

土
地
・
家
屋
の
適
正
さ
に
つ
い
て

理
解
・
確
認
し
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
を
４
月
２
日
か
ら
第
１
期
の
納

期
限
ま
で
の
期
間
、
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

　
縦
覧
が
で
き
る
人
は
、
瀬
戸
内

市
に
所
在
す
る
土
地
・
家
屋
の
固

定
資
産
税
の
納
税
者
本
人
で
、
代

理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
本
人
の
確
認
が
で
き

る
運
転
免
許
証
な
ど
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

【
縦
覧
帳
簿
の
記
載
事
項
】

▽
土
地
　
所
在
地
番
、
地
目
、
地

　
積
、
評
価
額

▽
家
屋
　
所
在
、
家
屋
番
号
、
種

　
類
、
構
造
、
屋
根
、
階
層
、
床

　
面
積
、
評
価
額

【
縦
覧
期
間
】

　
４
月
２
日
（
月
）
〜
５
月
１
日

 

（
火
）（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

【
縦
覧
場
所
】

▽
瀬
戸
内
市
役
所
税
務
課

▽
牛
窓
支
所

▽
長
船
支
所

　
な
お
、
土
地
・
家
屋
の
価
格
に

対
す
る
不
服
（
審
査
）
申
出
期
間

は
、
納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60
日
間

に
な
り
ま
す
。

　
　
地
価
が
下
が
っ
て
い
る
の
に

　
　
税
額
が
上
が
る
の
は
な
ぜ
？

　
　
負
担
水
準
が
低
い
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
お
こ
っ
て
い
ま
す
。
負

担
水
準
と
は
、
土
地
の
評
価
額
に

対
し
て
、
税
負
担
と
な
る
課
税
標

準
額
の
占
め
る
割
合
で
す
。
地
域

や
土
地
に
よ
っ
て
負
担
水
準
の
ば

ら
つ
き
が
あ
り
、
こ
の
ば
ら
つ
き

の
幅
を
狭
め
て
い
く
制
度
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
負
担
水
準
が
高

い
土
地
は
税
負
担
を
引
き
下
げ
た

り
、
据
え
置
い
た
り
す
る
一
方
、

負
担
水
準
の
低
い
土
地
は
税
負
担

を
引
き
上
げ
て
い
く
仕
組
み
に
な

っ
て
い
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
固
定
資
産
税
が
急
に
高
く
な

　
　
っ
た
の
で
す
が
？
（
新
築
住

宅
軽
減
に
つ
い
て
）

　
　
新
築
の
住
宅
に
対
し
て
、
一

　
　
定
の
要
件
に
あ
た
る
と
き
は
、

新
た
に
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
年
度
か
ら
３
年

間
に
限
り
、
１
２
０
平
方
㍍
ま
で

の
面
積
の
税
額
が
２
分
の
１
に
軽

減
さ
れ
ま
す
。
今
回
、
税
額
が
高

く
な
っ
た
の
は
軽
減
適
用
期
間
が

終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
来
の

税
額
に
な
っ
た
た
め
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
税
務
課

　
　
０
８
６
９
―
２
２
―
１
１
８
１

　

　「
え
せ
同
和
行
為
」
と
は
、
同

和
問
題
を
口
実
に
し
て
、
企
業
や

団
体
の
「
同
和
問
題
は
怖
い
問
題

で
、
で
き
れ
ば
避
け
た
い
」
と
い

っ
た
意
識
に
つ
け
込
み
、「
押
し

売
り
」「
ゆ
す
り
」「
た
か
り
」
な

ど
を
す
る
行
為
で
す
。
こ
れ
は
、

部
落
差
別
を
食
い
物
に
し
、
真
面

目
に
同
和
問
題
の
解
決
を
目
指
し

て
き
た
関
係
者
の
努
力
を
踏
み
に

じ
り
、
同
和
問
題
の
解
決
を
妨
げ

る
も
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
え
せ
同
和
行
為

は
、
こ
れ
ま
で
の
差
別
意
識
の
解

消
に
向
け
た
啓
発
や
教
育
の
効
果

を
覆
し
、
人
々
に
同
和
問
題
に
対

す
る
誤
っ
た
意
識
を
植
え
付
け
る

原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
電
話
で
執
よ
う
に
図
書
の
購
入

を
勧
誘
さ
れ
、
恐
怖
心
な
ど
か
ら

思
わ
ず
「
購
入
す
る
」
と
言
っ
て

し
ま
っ
た
場
合
や
、「
見
て
か
ら

で
な
い
と
判
断
で
き
な
い
」
な
ど

と
は
っ
き
り
断
れ
な
か
っ
た
場
合

に
図
書
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
こ

の
場
合
で
も
個
人
の
場
合
は
、
特

定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
「
ク

ー
リ
ン
グ
オ
フ
」
に
よ
り
、
図
書

の
購
入
を
断
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
次
の
手
続
き
に
よ
っ
て
図

書
を
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
電
話
勧
誘
で
一
度
約
束
し
た
図

書
の
購
入
を
断
る
た
め
に
は
、
同

封
さ
れ
て
い
る
書
面
（
契
約
書
）

を
受
領
し
た
日
を
含
め
て
８
日
以

内
に
、
申
し
込
み
の
撤
回
が
必
要

で
す
。
そ
の
場
合
、
相
手
方
に
必

ず
書
面
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
断
る
と
威
圧
的
な
言
動
を

と
る
脅
し
は
犯
罪
で
す
。
こ
の
場

合
は
、
警
察
や
岡
山
県
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
（
　
０
８
６
―
２
２
６

―
０
９
９
９
）
に
早
く
相
談
し
て

対
処
し
ま
し
ょ
う
。

　
わ
た
し
た
ち
一
人
一
人
、
日
ご

ろ
か
ら
同
和
問
題
の
正
し
い
理
解

と
認
識
を
深
め
、
え
せ
同
和
行
為

は
断
固
拒
否
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
人
権
啓
発
室

　
　
０
８
６
９
―
２
２
―
３
９
２
２
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２
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地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
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の

縦
覧
が
で
き
ま
す

　県内 18 年中の交通事故死

者数は144人で、そのうち高

齢者（65歳以上）は約半数の

70 人を占め、17 年中に比べ

て 10 人も増加しています。

今年も1月末現在で、すでに

高齢者が 13 人も亡くなって

います。

　高齢者死亡事故の特徴は、

次のとおりです。

○夜間の事故者数が8人と半

　数を占める

○歩行者が7人（7人中5人は

　横断歩道以外を横断）

○夜間歩行中の死者は、全員

　夜行反射材を着用していない

【事故に遭わない3か条】
 ・夜の外出を極力控え、徒歩
　で出掛けるときは必ず夜行
　たすきなどの反射材を身に
　着ける。
 ・道路を渡るときは、右・左
　をしっかり見る。
 ・運転に自信があっても、　
　無理な運転をしない。
　（交差点内・追い越しなど）
　市民全員が上の3か条を守

り、事故に遭わないようにし

ましょう。

■問い合わせ先
　市地域安全推進室
　　0869―22―3904

高齢者の死亡事故多発！

固
定
資
産
税
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ


